
2工区における水質モニタリング

調査位置図に示す岐阜県瑞浪市釜戸町地内において、水質モニタリングを実施しています。

地下水モニタリング地点：4箇所（R6W2-1、R6W2-2、R6W2-3、R6W2-4、R6W2-5、R6W2-6）

表流水モニタリング地点：2箇所（R6R2-1、R6R2-2、R6R2-3、 R6R2-4、R6R2-5、R6R2-6）

• 2工区における水質モニタリングを令和7年4月より開始しました。

• 地下水の1地点（R6W2-2）において、採水可能な水量がないため、採水不可となっています。

• 地下水の1地点（R6W2-3）において、令和7年5月以降「砒素」の環境基準超過が確認されています。
仮置きヤードにおける工事の施工前であるため、自然由来による影響と考えています。

• 仮置きヤードの範囲の見直しにより、地下水の2地点（R6W2-5、R6W2-6）及び表流水の3地点
（R6R2-1、R6R2-2、R6R2-6）は、仮置きヤードを横断する計画ではなくなったため、令和7年11月以降
の水質モニタリングを中止します。

• 表流水の1地点（R6R2-3）は、水路系統調査により、仮置きヤード内からの排水が流れ込まないこと
が明らかとなったため、令和7年11月以降の水質モニタリングを中止します。

• 引き続き、水質モニタリングの結果を更新します。

※水質モニタリングにおいて環境基準超過が確認された場合は、「岐阜県地下水の適正管理及び汚染

対策に関する要綱」に基づき、岐阜県へ報告します。


